
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
★労働保険料（メリット収支率） 

新型コロナウイルス感染症に関する保険給付及び特別支給金の額については、メリット収支率の算定に 
反映されません。  

★休業補償給付支給請求・休業特別支給金支給申請（様式 8 号）に医師の証明がもらえない場合 
 自宅療養などの理由により医師の証明がもらえない場合は、保健所等から発行される休業期間を証明する 

ことができる資料の添付が必要です（※発行までに 2～3 ヶ月要することがあります。） 

★陽性者以外の濃厚接触者が自主的に隔離している場合は、労災の対象とはなりません。 
 
 

 
枠内は、『小学校休業等対応助成金』の特別休暇を取得した対象期間に対応した取扱いです。 
この度、上記の休暇取得対象期間が令和 4 年 6 月末まで延長されています。 

 
  

 

子供 

小学生以下、保育所等へ

通う子供 

以下の理由により臨時休校・療養・自宅待

機など小学校等を休む必要がある 
●新型コロナウイルス感染症に関する対応 

として行われる小学校等の臨時休業等 
●感染した 又は 感染した恐れがある 
●医療的ケアが日常的に必要な子供又は 

新型コロナウイルスに感染した場合に 
重症化するリスクが高い基礎疾患を有 
する子供 

◆ 有 休   
◆ 欠 勤   
◆ 小学校休業等対応助成金 
※申請には、労働基準法第 39 条 

の年次有給休暇とは別の（特別
・ ・

 

休暇
・ ・

）を取得させることなど、 
要件及び申請期限があります 

小学生以上で障
*

害
*

がある 
中学生及び高校生等 
※小学校休業等対応助成金の要

件に該当する障害の程度 

上記以外の家族 
（中学生以上の家族など） 

感染した・感染の疑いの為自宅待機や療養 
濃厚接触者・休校 など 

・各種給付対象に該当せず 
従業員本人は感染しておらず、 
家族の対応で休業する場合は、 
有休・欠勤又は就業規則に定めがある 
場合は特別休暇など 

《筆者：佐藤》 

事業所内で 1 人目の

感染者 
 

業務中 

●労災保険（業務内容に感染
・ ・

する
・ ・

リスク
・ ・ ・

が
・
あった
・ ・ ・

） 
感染リスクが相対的に高いと考えられる労働環境下での業務に従事しており、私生活で 

の行動等から一般生活では感染するリスクが非常に低い状況であったことが認められた 

場合。感染経路が特定されない場合であっても、個々の事案を調査したうえで監督署が

判断します。 
 ①治療費    ➔ 公費負担の為「療養補償給付（様式 5 号）」は不要 
 ②休業中の補償 ➔ 休業補償給付支給請求・休業特別支給金支給申請（様式 8 号） 
 ③労働者死傷病報告の提出が必要 

●健康保険傷病手当金（業務外での感染が明らかな場合） 
・自覚症状はないが「新型コロナウイルス陽性」と判断された場合も対象 
・やむを得ない理由により医療機関への受診を行わず、医師の意見書を添付

できない場合でも、保険者において労務不能と認められる場合、傷病手当

金を受給できる場合もあります。 

感染経路が業務内容に

起因するか 
 

事業所内での感染者 
（2人目以降の従業員） 

●労災保険（職場・事業所内でのクラスター感染） 
 上記、１人目と同様。 

 業務外での感染が明らかな場合は健康保険傷病手当金の申請。 

業務外 

事業所内で感染した場合（職場内クラスター） 

従業員の家族が（感染・濃厚接触・休校）などにより、従業員
・ ・ ・

が
・

臨時休業となった場合 

《新型コロナウイルス感染に関する労働者災害補償保険の手続きにあたって》 

対 象 家 族 状 況 
（従業員が感染していない場合） 

従業員が家族の対応で 
≪臨時休業となる期間≫ 

4 3 9  
 

 
 
 
 

   

業   種 
令和 4 年 
3 月まで 

令和 4 年 
4 月～9 月 

令和 4 年 10 月～ 
令和 5 年 3 月 

一   般 
9／1000 

（会社 6：本人 3） 
9.5／1000 

（会社 6.5：本人 3） 
13.5／1000 

（会社 8.5：本人 5） 

農林水産業・清酒製造業 
11／1000 

（会社 7：本人 4） 
11.5／1000 

（会社 7.5：本人 4） 
15.5／1000 

（会社 9.5：本人 6） 

建  設  業 
12／1000 

（会社 8：本人 4） 
12.5／1000 

（会社 8.5：本人 4） 
16.5／1000 

（会社 10.5：本人 6） 
 
 
 
 

  

 

 
 
 
 

 

 

私のひとこと 

★労働保険料の年度更新 
賃金台帳と工事台帳（建設事業）をもとに労働保険料の精算を行いますのでご協力お願い致します。 

★令和 4 年度の雇用保険料率 
 令和 4年度の雇用保険料率は４月と１０月の２段階で保険料率が改定される予定です。 

 給与計算に影響する本人負担分は１０月から変更となります。 


